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秦野市伊勢原市環境衛生組合規則第７号  

 

はだのクリーンセンター次期長期包括運営業務及び基幹的設備改 

良工事に係る検討支援業務委託の企画提案型事業審査会に関する 

規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合附属機関の設置等に関する

条例（平成２７年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第３号）第２条の規定に

より設置するはだのクリーンセンター次期長期包括運営業務及び基幹的設備

改良工事に係る検討支援業務委託の受託事業者の選定のための企画提案型事

業審査会の名称、組織及び運営について必要な事項を定める。 

（名称） 

第２条 企画提案型事業審査会の名称は、はだのクリーンセンター次期長期包

括運営業務及び基幹的設備改良工事に係る検討支援業務委託の企画提案型事

業審査会（以下「審査会」という。）とする。 

 （委員） 

第３条 審査会は、６名の委員により組織する。 

２ 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから組合長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 神奈川県職員 １名 

 (2) 秦野市職員 １名 

 (3) 伊勢原市職員 １名 

 (4) 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員 ３名 

３ 審査会の委員の任期は、委嘱又は任命の日からはだのクリーンセンター次

期長期包括運営業務及び基幹的設備改良工事に係る検討支援業務委託の受託

事業者を選定した日までとする。 

(会長及び副会長) 

第４条 審査会に会長及び副会長それぞれ１名を置き、委員の互選により定め

る。 

２ 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長
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となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に会議

への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

(会議の公開) 

第６条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

会長が会議に諮って非公開とすることができる。 

(1) 秦野市伊勢原市環境衛生組合情報公開条例（平成２７年秦野市伊勢原市

環境衛生組合条例第１号）第６条各号に掲げる情報を扱うとき。 

(2) 会議の秩序維持のためその他会議の運営上必要があると認めるとき。 

 （議事録の作成） 

第７条 会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。 

２ 前項の規定により作成する議事録には、会長及び会長が指名した委員１名

が署名するものとする。 

(秘密の保持) 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も、また、同様とする。 

(庶務) 

第９条 審査会の庶務は、施設課において処理する。 

(補則) 

第１０条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、

会長が会議に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この規則は、はだのクリーンセンター次期長期包括運営業務及び基幹的設

備改良工事に係る検討支援業務委託の受託事業者を選定した日限り、その効

力を失う。 


